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About the land disposal to Magiri in Somayama Seiri. 
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要要約約  

 初版が1935年の『謝花昇伝』は、明治時代における近代化途上の沖縄の実相を伝える貴重な

文献として、戦後、数多く引用され、今日の沖縄の近代史観に影響を与えている。同書の記述

は、主に民権運動の観点から検証が進み、検証に対する議論もなされている。しかし、現

存する一次資料が乏しいため、誤りの指摘は証拠ではなく推定によるものであったり、数値の

評価の検証は数値自体の検証なしに行われていたりする。こうした状況に対し本稿は、新たな

一次資料を発掘し、同書の森林・林業に関する記述の内、杣山整理で間切・島（現在の市町村。

以下「間切」で代表する）に払い下げられた土地代金の数値と、その負担の評価に関する記述

を検証した。その結果、数値は概ね信じてよいが、負担の評価は誇大であると考えられる。 

キーワード：沖縄、近代、謝花昇伝、杣山整理、林政史 

 

ははじじめめにに  

 沖縄は第二次大戦の戦禍で多くの資料を失ったため、現存する戦前の文献は貴重である。

初版が1935年の『謝花昇伝』（大里，1970）も、その貴重な文献の一つである。 

 『謝花昇伝』は、沖縄県置県後の困窮士族救済や地方の食糧不足解消を目的に、琉球王府の

用材林だった杣山の開墾を許した「杣山開墾」（主に1894-97（明治27-30）年）、沖縄の近代

的土地所有区分・地租改正事業だった「土地整理」（1899-1903（明治32-36）年）、土地整理

で国有化された杣山の土地の不要存置部分を地元間切や開墾成功者に払い下げた「杣山整理」

（1906-08（明治39-41）年）という沖縄の森林・林業に関わる歴史的事業を舞台に展開する。 

 同書は、今では原本が見つからない『杣山開墾台帳』の一部や杣山開墾の地域・年度・属

性別の許可面積、杣山整理で間切に払い下げられた土地代金の数値を掲載しており、資料的

価値が高い。その結果、戦後刊行された『沖縄県史』シリーズ（例えば『沖縄県史2』（琉球

政府，1970））や『沖縄の林業史』（沖縄県，1972）、『沖縄林野制度利用史研究』（仲間，

1984）等の沖縄の森林・林業史の教科書的な図書、一般の沖縄の歴史に関する図書、高校社
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図1 『中頭郡書類綴』 

会の資料集、市町村史、字誌に至る多数の著作物で、近代化途上の沖縄の実相を伝える文献

として参照されており、その記述は今日の沖縄の近代史観に影響を与えている。 

 通常、沖縄の戦前の文献は数が限られているため、その内容を検証することが難しい。し

かし、『謝花昇伝』については、戦後の米軍統治や沖縄の本土復帰を背景に、謝花氏が展開

した民権運動に高い関心が寄せられた結果、主に民権運動の観点から検証が進み、検証に対

する議論もなされている（新川，1973；田里，1994；伊佐，1998。他）。 

 ただ、やはり一次資料が乏しいため、例えば、杣山開墾の趣意書の作成者は奈良原知事で

はなく謝花氏だとした伊佐（1998）の指摘は、証拠の提示ではなく、文面からの推定による

ものである。また、杣山整理で間切に払い下げられた土地代金について“「莫大」は誇張に

過ぎる”とした来間（1976）の指摘は、当時の地租額と『謝花昇伝』が記載した土地代金を

比較したものであるが、土地代金の数値自体は検証していない。 

 そうした中、近年、中頭郡の杣山整理における払下願や代金延納願等、当時の文書が綴ら

れた『林野払下ニ関スル書類綴（中頭郡之部）』（沖縄県林務係，1907；図1。以下『中頭郡

書類綴』）が見つかった。本稿では、杣山整理における間切への土地の払い下げに関して、

来間（1976）では検証されていなかった土地代金の数値をこの一次資料を用いて検証し、そ

の再評価を試みた。 

 なお、令和5年度の亜熱帯森林・林業研究会の口頭発表では、

杣山開墾、土地整理、杣山整理の3事業について『謝花昇伝』の

記述を検証したが、本稿では頁数の制約から、杣山整理で間切に

払い下げられた土地代金に関する記述についてのみ検証した。 

 

材材料料とと方方法法  

1．検証の対象 

 『謝花昇伝』は1935年、1957年、1969年、1970年の4版がある。本稿は、初版からの省略が

なく、伏せ字が少ない1970年版を使用した。検証の対象は同書148頁の下記の記述とその根拠

として示された土地代金“各間切の納付高”の数値（表1の“『謝花昇伝』”の列）である。 

 “農民は仕方がないので、薪炭のため必要な山林を各間切において払い下げることとなっ

た・・・莫大な払下金が徴収された・・・杣山の代金は・・・三〇か年年賦をもって納付

することになった・・・この巨大なる負担が永年にわたって沖縄の農村を萎縮せしめた” 

 表1の“『謝花昇伝』”の列に“八重山”の数値があるように、同書の“各間切の納付高”

は、間切から移行した1908-13（明治41-大正2）年の村（ソン）別の数値である。そこで以下

では、引用以外は「村」を用い、“各間切の納付高”は「村が支払った土地代金」とした。 

 

2．検証の手順と参照した資料 

 まず、1）村が支払った土地代金の数値を検証した後、2）その負担の評価の記述を検証し

た。資料の内、『中頭郡書類綴』は、所蔵する九州森林管理局の許可を得て使用した。 

 

図2 『中頭郡書類綴』の代金延納願と一括払（中城）の請書 

（1段目（右から左へ、以下同）：西原、中城、2段目：北谷、 

3段目：読谷山、越来、4段目：具志川1、具志川2） 
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1）村が支払った土地代金の数値の検証 

 中頭郡の杣山地域の7村と国頭村、名護村の『謝花昇伝』の土地代金の数値を別資料の数値

と照合し、検証した。別資料は、それぞれ『中頭郡書類綴』の代金延納願（図2、図3）、

『沖縄県史資料編24』（沖縄県教育庁文化財課史料編集班，2014。以下『県史資料編24』）、

『名護六百年史』（比嘉，1958）を使用した。 

2）村が支払った土地代金の負担の評価の検証 

 村が支払った土地代金の負担を評価するために、村ごとの「薪束数／戸／月」を「土地代

金／薪束単価／戸数／年賦年数／12ヶ月」で算出した。 

 ここで土地代金は、1）で数値が検証できた村はその数値を、できなかった村は『謝花昇伝』

の数値をそのまま使用した。薪束単価は明治41年6月に値上げされる前の金武・久志両村の浜

渡価格の1束2銭＝0.02円（琉球政府，1967）、各村の戸数と1戸当りの人員は『明治四十三年

沖縄県統計書』（沖縄県，1913）の“本籍戸数”と“平均一戸の人員”の数値を使用した。 

 一方、年賦年数は、中頭郡7村と国頭村については、『中頭郡書類綴』の代金延納願と『県

史資料編24』から判明し、年賦額に変更があった具志川村を除き、それらの数値を使用した。

その他の村の年賦年数は

不明だった。 

（i）年賦年数の推定 

 年賦年数が不明の村の

内、平年の年賦額がわか

る村と前述の具志川村に

ついて、土地代金を平年

の年賦額で割り、推定年

賦年数を算出した。この

計算に先立ち、中頭郡7村

と国頭村の実際の年賦計

画を吟味し、この推定方

法が妥当であることを確 図4 『大正3年勅令第131号』の閣議文書中の資料 

図3 『中頭郡書類綴』の代金延納願 

（左：美里2、右：美里1） 

認した。この計算の平年の年賦額には『大正3年勅令第131号』の閣議文書（内閣，1914。以

下「T3勅令131」）中の資料にある大正元年度の年賦額を用いた（図4の最下段の数値。以下

「T1年賦額」）。平年の年賦額が不明の村は、杣山整理当初の最大年賦年数15年を推定年賦

年数とした（この最大年賦年数は、T3勅令131によって30年に延長された）。 

（ii）村が支払った土地代金の負担の評価 

 土地代金の負担の指標とした「薪束数／戸／月」は、辺土名誌編集委員会（2007）の「サ

バチャー（筆者注:割薪）は直径20cmほど、長さは1尺5寸（約50cm）」「近くの山から1日に2、

3回運んだ」「中学生で3束分ほど担げた」という1951年頃の情報をもとに評価した。 

 

結結果果  

1．村が支払った土地代金の数値の検証 

 表1の“『謝花昇伝』”と“別資料”の列の通り、『謝花昇伝』の北谷、読谷山、越来、美

里、国頭、名護の6村の土地代金の数値は、『中頭郡書類綴』の代金延納願、『県史資料編

24』、『名護六百年史』の数値と一致した。具志川村は『中頭郡書類綴』の代金延納願から、

688円と187円の2件に分かれて払い下げを受けていたことがわかった（図2の最下段の左右）。

『謝花昇伝』の“683円”は前者のみの値で、その誤植の可能性がある。西原村、中城村の土

地代金の数値は『謝花昇伝』になかったが『中頭郡書類綴』に記載されていた。 

 その他の村は、別資料を見つけられなかった。渡嘉敷村は、土地代金の数値が『謝花昇伝』

になく、別資料も見つけられなかった。また、『謝花昇伝』の土地代金のリストは、「郡」

である“宮古”にも払い下げがあったことを示しているが、その詳細を確認できる資料は、

今回見つけられなかった。 

 

2．村が支払った土地代金の負担の評価の検証 

1）年賦年数の推定 

表1 『謝花昇伝』と別資料の土地代金、各種数値の比較 
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2．村が支払った土地代金の負担の評価の検証 

1）年賦年数の推定 

表1 『謝花昇伝』と別資料の土地代金、各種数値の比較 
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 中頭郡の7村と国頭村の実際の年賦計画を表2に示した。年賦額は、土地代金／年賦年数の

値とするのが基本で、年賦額を円単位や百円単位等の区切のよい数にした場合は過不足を始

めや終わりの1、2年で調整していた。この平年と始め、終わりの年賦額の差は、具志川村、

美里村のように、年度の異なる複数の払い下げを受けていた場合で、村単位で年賦額を見た

場合にも生じていた。年賦年数は、土地代金を平年の年賦額で割り、四捨五入した値だった

が、その値が杣山整理当初の最大年賦年数の15を越える場合は15だった。 

 この確認を踏まえ、表1の名護から八重山までの14村について、土地代金①とT1年賦額②か

ら年賦年数③を推定した結果、11村で最大年賦年数の15年となった。14村の①②③の値の関

係を見ると、恩納、八重山を除く12村で、②×③＝④は①と良く近似し、その差①－④の絶

対値は③未満になった。これら12村の年賦①/③は、羽地村と久米島具志川村が②＋1の値、

その他の10村が②と同じ値になった。一方、①－④の絶対値が③以上だった恩納村は、②が

10円単位の区切のよい数だった。また、八重山村は、年度の異なる複数の払い下げを受けて

いた（牧野，1972；喜舎場，1975）。これらは先に確認した年賦の実態に沿っていた。 

 表1の今帰仁以下の5村は、年賦年数の推定に必要な平年の年賦額が不明なため、杣山整理

当初の最大年賦年数15年を推定年賦年数とした。 

表3 村が支払った土地代金を薪束数／戸／月に換算した値 

表2 中頭郡の杣山地域の7村と国頭村の年賦計画 2）村が支払った土地代金の負担の評価 

 これらの年賦年数をもとに算出した「薪束数／戸／月」を、値の大きい順に表3に示した。

郡である宮古は別扱いとした。値は、久志村の3.715が最大で、国頭村2.834、金武村1.544、

大宜味村1.523、恩納村1.458と続き、他は1未満となった。この薪束数を負担する1戸の人員

は、明治43年末の数値で4～7人弱だった。 

 一方、前述の通り、辺土名誌編集委員会（2007）によると、戦後の新制中学生が、1回の山

入で、直径約20cm、長さ約50cmの割薪束、約3束分の木材を担ぐことができ、近くの山から1

日2、3回（＝6～9束分）運んだという。従って、表3の「薪束数／戸／月」は、最大値の

3.715であっても、中学生が1ヶ月に2回山入すれば生産できる数量だったと評価された。 

 

考考察察  

 1．村が支払った土地代金の数値について 

 今回初めて『謝花昇伝』の土地代金の数値が一次資料を含む別資料の数値と照合され、表1

の北谷以下の6村の数値が別資料の数値と一致した。これらの数値は信じてよいと考えられる。 

 一方、『謝花昇伝』の土地代金の数値には、不完全な部分があることもわかった。表1の通

り、西原、中城、渡嘉敷の3村の数値が欠落し、具志川村の数値は、2件あった払い下げの1件

のみの数値で、その数値も正確に転記できていないと考えられる。 

 ただ、『謝花昇伝』の土地代金の数値をそのまま使用し、年賦年数を推定した表1の恩納か

ら八重山の12村を見ると、恩納、八重山を除く10村の「土地代金」「T1年賦額」「年賦年数」

の数値は良く整合した。また、「土地代金」－「T1年賦額」×「年賦年数」の絶対値が「年

賦年数」より大きくなった恩納村、八重山村についても、中頭郡7村と国頭村の年賦の実態か

ら、その理由が説明できた。これらの結果から、推定した年賦年数とともに、推定に使用し

た『謝花昇伝』の土地代金の数値も妥当と考えられる。 

 表1で残された今帰仁以下の5村の『謝花昇伝』の土地代金の数値は、情報不足で検証でき

なかった。しかし、上記の結果を総合的に考えると、『謝花昇伝』の数値は完全ではないが

基本的に信じてよいと考えられる。 

 

2．村が支払った土地代金の負担の評価について 

 杣山整理で村が支払った土地代金の負担に関する『謝花昇伝』の評価については、前述の

通り、既に来間（1976）が、『謝花昇伝』の土地代金総額を改訂前後の最大年賦年数の15と

30で割った値と明治39年の地租額とを比較し“「莫大」は誇張にすぎる”としていた。 

 これに対し本稿は、来間（1976）と異なる「薪束数／戸／月」を、初期の最大年賦年数と

薪単価、非本籍を含めない戸数、と負担が重くなる数値で算出したが結論は同じだった。 

 杣山整理で村が支払った土地代金は、一番多い国頭村だと17,000円近くに達した。この金

額は、1束2銭で薪を売っていた当時の住民からすると確かに「巨大」で、最大15年あるいは

30年の年賦は「永年の負担」と映ったかもしれない。しかし、例えば単純に一律15年あるい

は30年年賦とし、本稿のように身近な薪束数に換算していれば評価は変わったと考えられる。

それをしていない『謝花昇伝』の評価は表面的であり、考察が浅いと言える。 
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3．杣山整理で間切に払い下げられた土地代金に関する記述について 

 以上のように『謝花昇伝』の記述を検証した結果、同書に記載された土地代金“各間切の

納付高”の数値は概ね信じてよいが、“この巨大なる負担が永年・・・農村を萎縮せしめた”

とした負担の評価に関する記述は誇大であると考えられる。今後、来間（1976）が指摘したよ

うに、この記述に沿った研究、叙述は修正されなければならないと言える。また、今回、杣山

整理についてのみ検証したが、杣山開墾、土地整理についても同様の検証が必要である。 
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（2015-2017年度）の成果の一部である。また、九州森林管理局には『林野払下ニ関スル書類

綴（中頭郡之部）』の研究利用を許可して頂いた。ここに感謝の意を表す。 
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要要約約  

林木育種センター西表熱帯林育種技術園では、防風林等に資する優良なテリハボクの育

種に取組んでいる。2010 年から園内に試験区を設定し、これまでに産地間の遺伝変異、耐

塩性や枝性の家系間変異、初期成長、交配様式などについて調査してきた。本研究では、

植栽後 10 年が経過した試験区の成長状況を調査し、成長の家系間差や年次間相関につい

て明らかにし、早期選抜を試みることを目的とした。対象とした家系は、先島諸島および

南大東島から選抜された 50 家系である。植栽 10 年の生存率は 95%、平均樹高は 4.2m とな

り、生存率は家系間に大きな差がなく、樹高成長には差が確認された。３年次の評価で初

期成長の良い家系を早期選抜することを組み入れた育種計画を検討する価値があることが

示唆された。 

キーワード：テリハボク，生存率、樹高，年次相関、早期選抜 

 

ははじじめめにに  

テリハボク（Calophyllum inophyllum）は、マダガスカル、インド、東南アジア、太平

洋諸島などの熱帯、亜熱帯地域の海岸や海岸付近の低地に分布し（佐竹ら,1993）、日本で

は、小笠原や先島諸島で防風・防潮林として利用されている。近年大型化しつつある熱帯

低気圧・台風は、沖縄等で甚大な被害をもたらしており（環境省, 2023）、家屋や畑など

を守る生垣や防風林用途の樹種のなかで、植栽から防風機能を発揮する迄の期間が比較的

短いテリハボクの重要性は高まっている（伴・高井,2013）。また材は船や家具に、種子は

化粧品原料として副次的に利用されている（公益財団法人国際緑化推進センター, 2019）。

このように島嶼部における国土保全や地域の生活環境の保全、また材等の副次利用の観点
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